
広報まえばし　平成24年２月１日号 45

　税の申告で、次の控除を受ける人は証明書が必要です。
■社会保険料控除（介護保険料）
　介護保険料は、社会保険料控除の対象です。
�年金からの天引き（特別徴収）
　申告の際は、源泉徴収票を添付してください。ただし、遺
族・障害年金から納付している人は、源泉徴収票が発行さ
れません。支払通知書などを添付してください。
�納入通知書か口座振替で納付（普通徴収）
　納入通知書の領収証書を添付してください。口座振替
の人は１月に送付した振替済通知書を添付してください。
�源泉徴収票などを紛失したら
　源泉徴収票を紛失した人は年金支払者に連絡し、再発
行の手続きをしてください。遺族・障害年金などの支払通
知書や領収証書などを紛失した場合は、市役所介護保険
室か大胡・宮城・粕川・富士見支所、前橋プラザ元気21証明
サービスコーナーへ。介護保険料納付額についての電話
での問い合わせには回答できません。

介護保険料などを税の申告で
控除するには証明書が必要です

■障害者控除
　身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、65
歳以上で、介護認定で一定の要件を満たしている場合は
障害者控除の対象に。市役所介護保険室、大胡・宮城・粕
川・富士見支所で障害者控除対象者認定証を交付します。
■医療費控除
�サービス利用料
　介護老人保健施設や介護療養型医療施設の利用料は、
医療費控除の対象です。また、介護老人福祉施設（特別養
護老人ホーム）入所時の利用料と居宅サービス利用料の
一部も、一定の条件を満たす場合は対象になります。
�おむつ代
　医療費控除の対象と認められるには、医師が発行する
おむつ使用証明書の添付が必要です。ただし、要介護認定
と２年以上おむつ代の控除を受けている人で一定の要件
を満たす人は、市が交付する主治医意見書記載内容確認
書で控除を受けられます。

　問い合わせは　介護保険室　☎898−6159

確定申告が必要です

はい いいえ

ことし１月１日現在、本市に居
住していた

昨年中収入があった

昨年は、サラリーマンやパー
トで働いていた

昨年１月から12月まで同じ
会社に勤務していた

年末調整がしてあり、会社か
ら本市へ給与支払報告書の提
出がされている

給与以外の所得が20万円を
超えている

給与以外に年金・報酬などの
所得があった

本市に居住している人の税
金上の扶養になっている

申告の必要はありません。ただし、医療費控除
などを受ける人は申告が必要です

退職後、再就職した

公的年金を受給していた

前職分の給与を含んで年末調
整がしてあり、会社から本市
へ給与支払報告書の提出がさ
れている

400万円を超える年金収入が
あった

年金以外の所得が20万円を超えている

市県民税の申告が必要です。ただし、被扶養
者がいない年金収入のみの人で、金額が次の
場合は、申告の必要はありません。
①昭和22年1月1日以前生まれの人は151
万5,000円以下
②昭和22年1月2日以降生まれの人は101
万5,000円以下　

確定申告が必要です

市県民税の申告が必要です

市県民税の申告は必要ありません

本市に市県民税の申告をす
る必要はありません。ことし
１月１日に居住していた市
町村に尋ねてください

申告の必要は
ありません

所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
ま
す
か
？

スタート 自分に必要な申告を確認しましょう。

表１ 確定申告・相談窓口
種類 期間 時間 会場

所得税（還付）、消費税、贈与税 ２月９日㈭～３月15日㈭
午前９時～午後４時 前橋プラザ元気２１所得税（譲渡を含む） ２月16日㈭～３月15日㈭

日曜相談日 ２月19日㈰・26日㈰
※日曜相談日以外の土日曜・祝日は受け付けていません。

表２ 市県民税申告・相談窓口
種類 期間 時間 会場

市県民税

２月16日㈭～
３月15日㈭

午前９時～午後５時 市役所市民税課、大胡・宮城・粕川・富士見支所　

２月21日㈫
午前９時30分～11時30分

第二コミュニティセンタ－(前橋保健センター内)
２月22日㈬ 第三コミュニティセンタ－(総合教育プラザ内)
２月23日㈭ 第五コミュニティセンタ－(文京町三丁目)

日曜相談日＊
２月19日㈰・
26日㈰

午前９時～午後５時 市役所市民税課、大胡・宮城・粕川・富士見支所

＊大胡・宮城・粕川・富士見支所の日曜相談日は２月26日㈰のみです。
※日曜相談日以外の土日曜・祝日は受け付けていません。

税の申告はお早めに

　
税
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告

に
必
要
と
な
る
書
類
を
そ
ろ
え
て
、
早
め

に
提
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し
ま
し
ょ
う
。

■
申
告
に
必
要
な
も
の

�
昨
年
中
の
所
得
が
分
か
る
も
の

�
医
療
費
・
社
会
保
険
料
控
除
な
ど
を
受

け
る
人
は
証
明
書
や
領
収
書
な
ど

�
印
鑑

■
主
な
変
更
点

�
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養

控
除
と
16
歳
以
上
19
歳
未
満
の
扶
養
親
族

に
対
す
る
扶
養
控
除
上
乗
せ
額
を
廃
止
。

な
お
、
市
県
民
税
の
非
課
税
判
定
の
た
め
、

扶
養
親
族
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

�
公
的
年
金
の
確
定
申
告
手
続
き
の
簡
素

化
に
よ
り
確
定
申
告
が
不
要
と
な
る
人
で

も
、
各
種
控
除
の
申
告
を
行
う
こ
と
で
市

県
民
税
が
減
額
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

�
市
県
民
税
の
寄
附
金
控
除
適
用
下
限
額

が
５
，
０
０
０
円
か
ら
２
，
０
０
０
円
へ
引

き
下
げ
に
な
り
ま
す
。

�
上
場
株
式
な
ど
に
係
わ
る
配
当
・
譲
渡

所
得
な
ど
に
対
す
る
軽
減
税
率
が
来
年
12

月
31
日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
す
。

■
東
日
本
大
震
災
で
被
害
を
受
け
た
人

　

所
得
税
や
市
県
民
税
の
軽
減
を
受
け
ら

れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

所
得
税
な
ど
の
確
定
申
告

■
確
定
申
告
が
必
要
な
人

　

昨
年
中
に
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

人
。

①
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
、
一
時
・
雑

所
得
が
あ
る
か
土
地
、
建
物
、
株
式
な
ど

を
譲
渡
し
た
人
で
、
所
得
の
合
計
額
が
所

得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
。　
　

②
給
与
の
収
入
金
額
が
２
，
０
０
０
万
円

を
超
え
る
。

③
給
与
を
１
カ
所
か
ら
受
け
て
い
て
、
給

与
所
得
以
外
の
所
得
（
退
職
所
得
を
除
く
）

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
。

④
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
受
け
て
い
て
、

年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
給
与
の
収
入
金

額
と
給
与
所
得
以
外
の
所
得
（
退
職
所
得

を
除
く
）
の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
。

⑤
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族
な
ど
で
、

そ
の
会
社
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、
貸
付

金
の
利
子
や
店
舗
･
工
場
の
賃
貸
料
、
設

備
の
使
用
料
な
ど
の
支
払
い
を
受
け
た
。

⑥
公
的
年
金
な
ど
の
雑
所
得
の
金
額
か
ら

所
得
控
除
を
差
し
引
き
、
残
額
が
あ
る
。

（
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
の
場
合

を
除
く
）

■
申
告
書
の
作
成

　

申
告
書
の
作
成
に
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」

が
便
利
で
す
。
作
成
が
簡
単
で
、
印
刷
し

た
も
の
と
必
要
書
類
を
税
務
署
に
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事
前
手
続
き
を
す

る
と
e
―
Ｔ
a
x
で
の
電
子
申
告
も
で
き

ま
す
。

■
確
定
申
告
相
談
窓
口

　

表
１
の
と
お
り
。（
期
間
中
は
前
橋
税

務
署
で
の
申
告
相
談
は
行
い
ま
せ
ん
）

■
振
替
納
税
が
便
利
で
す

　

所
得
税
な
ど
の
納
税
は
振
替
納
税
が
便

利
で
す
。
ぜ
ひ
、
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

市
県
民
税
の
申
告

■
申
告
が
必
要
な
人

　

１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ
り
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
。

①
営
業
、
農
業
、
不
動
産
、
配
当
（
上
場

株
式
を
除
く
）
な
ど
の
所
得
が
あ
っ
た
。

②
給
与
所
得
者
で
、
給
与
所
得
以
外
の
所

得
（
退
職
所
得
を
除
く
）
が
20
万
円
以
下
。

③
医
療
費
控
除
な
ど
を
受
け
る
。

④
パ
ー
ト
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
の
収
入
が
あ

っ
た
。

⑤
病
気
、
失
業
、
学
生
な
ど
で
所
得
が
な

く
、
誰
の
扶
養
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

⑥
税
金
上
の
扶
養
者
が
本
市
以
外
で
課
税

さ
れ
て
い
る
。

⑦
遺
族
年
金
や
障
害
年
金
な
ど
の
非
課
税

所
得
の
み
を
受
給
し
て
い
る
。

■
申
告
が
不
要
な
人

①
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し
た
。

②
１
カ
所
か
ら
の
給
与
所
得
の
み
で
年
末

調
整
を
し
、
勤
務
先
か
ら
本
市
へ
給
与
支

払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

■
市
県
民
税
の
申
告
相
談
窓
口

　

表
２
の
と
お
り
。

■
申
告
用
紙

　

前
年
実
績
に
基
づ
き
申
告
用
紙
を
１
月

末
に
郵
送
し
ま
し
た
。
申
告
用
紙
が
届
か

な
く
て
も
、
申
告
が
必
要
な
人
は
、
市
民

税
課
、
大
胡
･
宮
城
・
粕
川
・
富
士
見
支

所
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
農
業
所
得
は
収
支
計
算
で

　

農
業
所
得
は
す
べ
て
収
支
計
算
で
す
。

収
支
内
訳
書
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

問い合わせは
所得税の申告については　前橋税務署　☎224−4371（自動音声案内で「0」を選択）
市県民税の申告については　市民税課　☎898−6203

３15木まで


